
３期目は令和６年度より令和１０年度の５年間です。

池 谷 資 源 保 全 会 の 活 動

　令和６年度より３期目の活動を開始致しました。今後も
池ノ谷資源保全会の活動にご協力をお願い致します。

EM菌製造

休耕田の除草作業

農道の除草作業

花植え作業状況

プランター設置

水路泥揚げ作業

水路法面の除草状況

EM菌河川へ放流
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